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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

005010 山梨県北杜市
「企業による活力ある農業
おこし特区」

農地法及び農業振興地域の整備に関する法律
荒廃農地を解消する活動を行う企業の、宿泊
施設やサテライトファームオフィスを整備する場
合については、特例を設け整備を可能とする。

　御提案の荒廃農地を解消する活動を行う企業の宿泊施設やサテライトファームオフィ
スについては、これらの施設の設置が周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利
用に支障を及ぼすおそれがないなどの要件を満たし、宿泊者等の施設利用者が農業
生産活動に従事することで地域の農業の振興につながる場合には、農業振興地域の
整備に関する法律施行規則（昭和44年農林省令第45号）第４条の４第１項第27号の規
定に基づき市町村が定める地域の農業の振興に関する計画（以下「27号計画」とい
う。）に位置付けることにより、農用地区域から除外することが可能である。また、27号
計画により除外された農地は、第１種農地であっても、当該計画に従って転用される場
合については許可が可能である。

006040
マークインターナショナ
ル株式会社
（チームヴィジョン２４）

PINEWOOD OKINAWA
MOVIE STUDIOS（POMS）

雇用促進・観光・貿易振興
を目的とした世界レベルで
のコンテンツ産業創造プロ
ジェクト

農地法
農業振興地域の整備に関する法律

農業振興地域内農用地でも農地転用が可能に
なるよう要望する

　農用地区域からの除外については、
①　農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること
②　農用地区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれ
がないこと
等の要件を満たせば可能であり、また、農地転用については、農地転用許可基準に適
合すれば可能である。

　御提案については、具体的な計画を基に、県及び市の関係部局と調整を進めていくこ
とが重要であると考えており、国としても御相談に応じてまいりたい。

010040

北日本スカイテック株
式会社
株式会社サングリン太
陽園
ヤマハ発動機株式会社

（非公表） （非公表） （非公表） （非公表）
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提案
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提案主体の氏名
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提案名 規制等の根拠法令等
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011030 宮崎県
みやざき農業活力創生特
区

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法
律　第１１条、第１９条

エコフィードの製造に係る食品リサイクル法の
特例については、一般廃棄物に加え産業廃棄
物の再生利用も含む特例に拡大するとともに、
再生利用計画の認定を受けた登録再生利用事
業者（エコフィード製造業者）については、産業
廃棄物処理業の許可を不要とする。

　食品リサイクル法の特例は、市町村の区域を越えた一般廃棄物である食品循環資源
の再生利用の円滑化の観点から設けられたものである。
　貴県下において実施される産業廃棄物である食品循環資源の再生利用については、
貴県における廃棄物処理法に基づく再生利用指定制度（再生利用されることが確実で
あると都道府県知事が認めた産業廃棄物について都道府県知事の指定により廃棄物
処理業の許可を不要とする制度）の活用により、事業者による負担の軽減を図りつつ、
地域の実情に応じて、食品循環資源の再生利用の促進を図ることが可能であると考え
られる。

011040 宮崎県
みやざき農業活力創生特
区

農地中間管理事業の推進に関する法律　第１８
条第３項

農用地利用配分計画に係る認可・公告・縦覧の
手続について、借受者が賃借権を設定する農
地と同一の市町村に所在する場合は、当該市
町村の業務とする。

　農地中間管理機構は、都道府県知事が指定した法人であり、貸付先決定ルール等を
定めた事業規程や事業計画の認可等の監督行為は全て指定主体である都道府県知
事が行うこととされている。
　農用地利用配分計画は、貸付先の決定という機構業務の根幹を成すものであること
から、これを監督主体である都道府県知事以外の者に委任することは適当ではないと
考えている。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

011050 宮崎県
みやざき農業活力創生特
区

農業経営基盤強化促進法　第１２条

現行の認定農業者制度に加え、高所得（現在
の所得目標の倍増程度）や規模拡大、新技術
導入等を目指す農家を新たに「スーパー認定
農業者（仮称）」として認定し、資金調達や国庫
事業の優先採択等の優遇措置を創設する。
※具体的な優遇措置
・スーパーＬ資金貸付限度額の拡大、償還期間
の延長（２５年→３０年）
・補助事業の優先採択

　認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が、農業従事者が
他産業従事者と同等の労働時間でそん色ない水準の所得を確保し得る経営の指標等
を明らかにした「基本構想」を定め、これに照らして認定を行っていただくべきものであ
る。なお、認定農業者制度は、家族経営、法人経営を問わず適用される制度である。
　その上で、地方公共団体が、基本構想で定めた目標を大幅に上回る所得水準を目指
す農業者を別途、独自に認定し、そのような者に対し、単独で又は国の支援策に上乗
せする形で、支援を行うことを妨げるものではない。
　また、国の補助事業の中には、事業採択において、加算ポイントの設定等により都道
府県等の意向を反映できるものもあり、地方公共団体から別途の認定を受けた農業者
や産地の取組に対して、このような制度の活用も可能である。
　なお、スーパーＬ資金については、他産業並みの所得の確保のみならず、大規模な
企業的経営を目指す認定農業者の資金需要にも応えられるよう、これまで貸付限度額
を引き上げてきたところであり、償還期間についても農業関係の融資制度の中で最長と
なっており、ご提案のような認定農業者の資金需要にも概ね対応できていると考えてい
る。

018010 香川県
農地中間管理事業に係る
農業振興地域外農地の適
用範囲拡大

農地中間管理事業の推進に関する法律第2条
第3項

知事が農業振興上認めた地域について特認地
域として農地中間管理事業の実施区域とする。

　農地中間管理事業は、国費も投入して行っていることから、農業の振興を図るべき地
域として都道府県知事が指定した農業振興地域に限って事業を行うこととしている。
　なお、当該地域が貴県で農業の振興を図ることが適当と判断されているのであれば、
県知事が農業振興地域に指定することで、農地中間管理事業の実施が可能である。
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019010 香川県
農業災害補償に係る共済
目的の種類へのオリーブ
追加

農業災害補償法第84条第4号

国において、オリーブの被害の発生態様や、損
害評価方法の確立などを目的とした研究を実
施し、共済目的とするための基礎データを作成
し、それをもってオリーブ共済目的に指定する。

　オリーブの共済事業を行うことについては、農業災害補償法においては、何ら規制を
行っていないことから、香川県が事業実施に必要な調査を行い、香川県の事業として
実施することは可能である。
　なお、農業災害補償法に基づく果樹共済は、国が行う災害対策として、加入農家の支
払うべき共済掛金の一部を国庫が負担していること等から、運用上、果樹農業の健全
な発展に寄与することを目的とする果樹農業振興特別措置法（以下、果振法）の対象
果樹を共済目的として実施している。
　果振法における対象果樹については、果樹の需要の動向に即応して計画的に果樹
農業の振興を図るため、施策推進上重要な果樹として、栽培面積や生産額が相当大き
いものを政令で指定（かんきつ類、りんご等の13品目）している。
　一方、オリーブについては、これらの対象果樹に比べて、栽培面積や生産額が小さ
く、香川県（小豆島）で全国の栽培面積の７割を占める地域特産的な品目であるため、
果振法の対象果樹としていない。
　以上のことから、オリーブについては、果樹共済における共済目的としていない。

027010 ㈱ドリームワン

＜バーチャル特区構想＞
Ｃ４資源作物（デントコー
ン）栽培による資源生産基
盤の確立

農地法２条第３項
○農業生産法人における役員要件として、役員
の過半の構成員が農業に常時従事日数（原則
１５０日/年以上）を緩和する。

　農業生産法人の役員の過半が常時従事することとされる「農業」には、農作業だけで
はなく、農畜産物の加工・販売業務や企画管理業務等も含まれますので、御提案にあ
る、生産したＣ４資源作物（デントコーン）の加工製造に従事する日数も「農業」に従事す
る日数に算入される。
　したがって、御提案の事業を行う法人であれば役員の要件を満たすことは可能である
と考えられますので、御提案の内容は、現行制度でも実現可能と考える。
　また、企業の農業参入については、平成21年の農地法改正でリース方式により全面
自由化されており、リース方式であれば農業生産法人でなくても農業に参入できること
となっておりますので、リース方式による参入もあわせて御検討願いたい。
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027022 ㈱ドリームワン

　＜バーチャル特区構想＞

Ｃ４資源作物（デントコー
ン）栽培による資源生産基
盤の確立

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８
条

○農地取得の手続きにかかる知事認可などの
期間の短縮を図る。

　農林水産省としても、農地中間管理機構による農地の転貸に要する期間を短縮して
いくことは必要だと考えている。この期間の短縮は、法律上の問題ではなく、運用上の
問題であることから、都道府県に対して、期間短縮のための工夫の方法について情報
提供を行うこと等により、その改善を図っていきたいと考えている。

028010
(有)北海道
ハイセル牧場

＜国家総合戦略特区構想
＞

スマートアグリタウン構想

ハイセルシステム
・バイオ農工業

独立行政法人家畜改良センター法１１条

独立行政法人家畜改良センター十勝牧場にお
いて、「産学官連携」を推進するため、独立行政
法人家畜改良センター法に、Ｃ４資源作物（デ
ントコーン）栽培及びバイオテクノロジーなどの
事業を加え、「スマートアグリタウン構想」の実
現を可能とする。

　現行制度上も、（独）家畜改良センターが、
　　①同センターの業務に支障を与えない、
　　②公益性が高い事業に使用される、
　　③確実な防疫上の措置が講じられること
　　④地元自治体及び周辺住民の合意が得られている
等の要件を満たしていると認めれば、同センターの用地を有償で貸し付けることが可能
であり、具体的条件等については、直接センターにお問い合わせ願いたい。

029010 大分県臼杵市
市町村主体の森林整備計
画の策定

森林法　第４条～第１０条の５
市町村が重点区域を設定し、その区域内の国
有林、分収林、私有林等を面的に整備計画を
策定できるよう提案します。

　地域の国有林、分収林、私有林等の整備が一体的に行われることは、水源涵養機能
や国土の保全をはじめとする公益的機能の維持増進や森林資源の循環利用の推進を
図る上で重要である。
　このため、現行森林法下での森林計画制度においても、民有林の計画をたてる都道
府県知事、市町村長と国有林について計画をたてる森林管理局長が、それぞれの森林
計画の樹立又は変更に当たって互いに意見を聞くよう措置されているほか、民有林と
国有林が隣接する地域で共通の目標の下に整備を進めることが適当な森林にあって
は、共同施業団地を設定することができる枠組みを準備し、活用しているところであり、
具体的な地区がある場合は、九州森林管理局・大分森林管理署にご相談いただきた
い。
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030010 大分県臼杵市
森林取得と整備に関する
公庫等による金融支援の
拡充

日本政策金融公庫法　第１２条

昭和63年4月8日付け、森林取得資金融通取扱
要綱(最終改正：平成25年5月16日 24林政企第
107号)
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t00002
19.html

株式会社日本政策金融公庫貸付金における樹
齢制限の撤廃もしくは拡大緩和を提案します。

　株式会社日本政策金融公庫の林業経営育成資金（森林取得）は、林齢60年以下の
森林と一体的に取得することで、60年を超える森林の取得についても活用が可能と
なっている。
　また、既に締結されている分収育林契約について、他の契約相手方から持ち分を買
い取る場合、当該分収育林契約の締結時において樹齢が45年以下であれば足り、持
分を取得する時点における分収林の樹齢は、本資金の活用に当たっての要件とされて
いない。

035010

愛媛県
今治市
（共同提案）

①国際水準の獣医学教育
特区
②その他の提案

「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の
設置等に係る認可の基準」（文部科学省告示）

国際動向を見据えた国家戦略レベルでの獣医
師養成系大学の設置・入学定員規制の地域限
定解除

農林水産省は大学の設置等に係る権限は有していないが、今後も関係者が検討する
上で必要となる関連データを提供してまいりたい。

035020
愛媛県
今治市
（共同提案）

①国際水準の獣医学教育
特区
②その他の提案

「輸出される水産物に関する証明書の発行につ
いて」（農林水産省通知）

・水産物・食品の輸出証明書の申請・発行窓口
を一元化（例：商工会議所）

　水産物及び食品等（酒類を除く（以下同じ））の輸出に際して必要な証明書について
は、国及び一部道県（水産物に限る）において産地証明書及び放射性物質検査結果証
明書（以下「産地証明書等」という。）の発行業務を行っているところである。
　2015年７月現在も、多くの輸出先国・地域から産地証明書等の提出が義務付けられ
ているが、そのほとんどが政府機関による発行を求めていることから、民間において輸
出先国・地域に対して有効な産地証明書等を発行することは困難と思われる。
　一方、地方公共団体では、一定の要件を満たせば産地証明書の交付を行うことがで
きることとなっており、例えば、東京圏特別区域計画の中では、成田市が主体的に関与
することにより、国が発行する食品等の産地証明書等の交付を成田市公設地方卸売市
場で一元的に受けられる手続きを実現させている。
　なお、農林水産省としては、水産物及び食品等の輸出に係る産地証明書等の添付を
不要とするよう引き続き各国・地域の輸入規制の緩和・撤廃の働きかけを行っていく考
えである。
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035030
愛媛県
今治市
（共同提案）

①国際水準の獣医学教育
特区
②その他の提案

「輸出水産食品の取扱いについて」（厚生労働
省通知）

・輸出水産食品取扱施設に係る認定等の審査
を行う機関窓口を一元化
・輸出水産食品取扱施設に係る認定等の審査
を行う機関を民間に拡大

　水産庁では、2014年10月から、これまでは厚生労働省（保健所等）のみが実施してい
た、対ＥＵ輸出水産食品取扱施設の認定を開始したところであるが、申請先は事業者
が選択できるため、複数の省庁が審査に関係することはなく、手続が煩雑になっている
とは考えていない。これまでに（2015年7月現在）3件を認定しているところであり、厚生
労働省に加え、水産庁も認定主体となることで、認定の迅速化が図られたと考えてい
る。
　また、対ＥＵ輸出水産食品取扱施設については、EUから公的管理を求められているこ
とから、認定審査を民間で実施いただくことは困難だと思われる。

038010

山口県
周南市、㈱トクヤマ徳
山製造所、東ソー㈱南
陽事業所、出光興産㈱
徳山事業所、㈱トクヤ
マロジスティクス、長府
工産㈱

地域資源を活用した新たな
ビジネス創出特区
“「小さな拠点の活性化、雇
用創出、新たなエネルギー
活用」のための総合改革
拠点”

農業協同組合法第72条の8
農業協同組合法の特例により生活支援サービ
スの提供を実施可能な付帯事業とする

　農事組合法人は、農業者が集まって農業生産を協業して行おうとする場合に、法人
格を取得する途を開くために特別に措置した簡易な法人形態であり、このことから、農
業以外の事業を多角的に行うことは予定しておらず、農業以外の事業も多角的に行う
場合には、株式会社などの一般的な法人形態を活用することを想定し、制度的に手当
している。
　このため、農事組合法人が、その経営を発展させる中で、農業生産にとどまらず事業
の多角化を行うようなケースを想定して、農事組合法人から株式会社への組織変更の
制度（簡易な手続で、現在の法人を解散することなく株式会社となることができる制度）
を設けているところであり、この組織変更の制度を活用することにより、提案の内容は
実現可能である。

038020

山口県
周南市、㈱トクヤマ徳
山製造所、東ソー㈱南
陽事業所、出光興産㈱
徳山事業所、㈱トクヤ
マロジスティクス、長府
工産㈱

地域資源を活用した新たな
ビジネス創出特区
“「小さな拠点の活性化、雇
用創出、新たなエネルギー
活用」のための総合改革
拠点”

農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号

女性創業者が地域で生産される農畜産物等の
提供をおこなう農家レストランを開業する場合
について、農用地区域に設置できるよう要件緩
和する

　農家レストランについては、国家戦略特別区域において、農業者が主として自己の生
産する農畜産物や地域において生産される農畜産物を調理して提供する場合に農業
用施設とみなし、農用地区域内に設置できることとしていることから、国家戦略特別区
域の指定を受けることにより、農地転用許可を受けて農用地区域内に設置することが
可能となる。
　
　なお、農家レストランの農用地区域内への設置については、「平成26年の地方からの
提案等に関する対応方針」（平成27年１月30日閣議決定）において、「国家戦略特別区
域制度の下でその活用事例について、可能な限り速やかに効果を検証し、全国に適用
することを検討する」こととされたところである。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

039010
医療法人添田歯科医
院

メディカルタウン（仮称）の
開発

農業振興地域の整備に関する法律
メディカルタウンの開発について、農用地区域
からの除外要件を緩和する。

　御提案のように計画的な市街化を図る場合には、農業上の土地利用との調整を図っ
た上で、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく市街化区域への編入により農用
地区域から除外することが基本と考える。
　地域の経済活動や生活環境の整備等の地域のニーズに対応するために行う農用地
区域からの除外については、
①　農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること
②　農用地区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれ
がないこと
等の要件を満たせば可能である。

　御提案については、具体的な計画を基に、県及び市の関係部局と調整を進めていくこ
とが重要であると考えており、国としても御相談に応じてまいりたい。

043010

慶應義塾大学先端生
命科学研究所
ヒューマン・メタボロー
ム・テクノロジーズ株式
会社
Spiber株式会社
鶴岡市
山形県

（非公表） （非公表） （非公表） （非公表）

043020

慶應義塾大学先端生
命科学研究所
ヒューマン・メタボロー
ム・テクノロジーズ株式
会社
Spiber株式会社
鶴岡市
山形県

（非公表） （非公表） （非公表） （非公表）
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

047010 光合成産業協議会
光合成産業及びその基本
技術を応用した他産業の
構築

地域資源を活用した農林漁業者等による新事
業の創出等及び地域の農林水産物の利用促
進に関する法律第３条第３項、第３条第４項第
三号、第３条第５項第一号及び第二号

農林漁業者等による新事業の創出等及び地域
の農林水産物の利用促進に関する法律条文
に、農林水産物並びにその種苗（注2）生産装
置や設備の製造、建造、販売を含めることで単
独で総合化を目指す事業者が、加工、又は販
売業者との連携により総合化を目指す事業者
と比べ、金融機関或いは地方公共団体より不
利な扱いを受けないことを条文に担保する。

　地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の
利用促進に関する法律（平成22年法律第67号）は、農林漁業者等が農林水産物等の
生産及びその加工又は販売を一体的に行う農林漁業及び関連事業の総合化等を促進
することとしている。

　一方、今回の提案における事業の実施内容は、装置等の製造販売を行う事業活動で
あり、農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に行う農林漁業及び関連
事業の総合化には当たらない。

　このため、装置等の製造販売の事業活動を否定するものではないものの、今回の提
案である「農林水産物並びにその種苗生産装置や設備の製造、建造、販売」を同法第
３条第３項に定める農林漁業及び関連事業の総合化に含めるという措置を受け入れる
ことはできない。

055011
つくば農業生産農事株
式会社

資源循環農業型社会構築
による新規雇用拡大と地
域農業活性化

農地法第四条

以下の施設について、農地法の農地転用許可
の緩和をして欲しい。
１．工場への有効な一般交通機関が無いこと
２．建設可能な市街化地域まで一定距離があ
ること
３．一定人数以上の託児所利用者や介護施設
利用者が見込めること
４．当初の事業が継続されている期間に限定す
ること
上記の条件を満たす場合は、当該地目が市街
化調整区域の農地であっても託児所及び
ショートステイの設置を認める。但し、各々の施
設の運営については認可された外部機関へ委
託することとする。

１．近隣に代替えできる販売施設が無いこと
２．あくまでも周辺住民へのサービスの一環で
あること
３．工場で産出される製品に限定すること
４．当初の事業が継続されている期間に限定す
ること
上記の条件を満たす場合は、当該地目が市街
化調整区域の農地であっても常設直売所の設
置・運営を認める。

１．近隣に有効な自炊可能な宿泊施設が無い
２．工場への有効な一般交通機関が無い
３．広大な所有地を有する農業関連事業である
こと
４．当初の事業が継続されている期間に限定す
ること
上記の条件を満たす場合は、当該地目が市街
化調整区域の農地であっても宿泊施設の設置
を認める。但し、施設の運営については認可さ
れた外部機関へ委託することとする。

　地域で生産される農畜産物の販売施設については、農地転用許可が可能である。ま
た、地域で生産される農畜産物の処理加工施設で働く従業員のための託児所及び農
業研修生のための宿泊施設については、市町村が策定する地域の農業の振興に関す
る計画に位置付けることにより農地転用許可が可能である（農地法施行令（昭和27年
政令第445号）第10条第１項第２号ヘ）。

　なお、地域で生産される農畜産物の処理加工施設と一体的に設置される、
①　当該施設で働く従業員のための託児所
②　当該施設に常駐する従業員のための宿泊施設
については、当該施設の管理のために必要不可欠なものとして、第１種農地等の優良
農地であっても農地転用許可が可能である（農地法施行規則（昭和27年農林省令第79
号）第35条第６号）。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

059010

㈱サンシャインファー
ム、㈱ノースファーム、
㈱ノースフーズジャパ
ン、阿部牛肉加工㈱、
㈱牛の達人

国産牛肉増産プロジェクト
国有林野の管理経営に関する法律第７条１項５
号

５haの貸付面積の上限を撤廃し、放牧などの利
用を促進する。

国有林野については、「国有林野の管理経営に関する法律」第7条第1項第4号におい
て、放牧又は採草の用に供する場合には面積の上限なく貸し付けることができるよう措
置されていることから、具体的な箇所等があれば、地域の森林管理局・署にご相談くだ
さい。

059020

㈱サンシャインファー
ム、㈱ノースファーム、
㈱ノースフーズジャパ
ン、阿部牛肉加工㈱、
㈱牛の達人

国産牛肉増産プロジェクト 家畜伝染病予防法
牛の輸入検疫の期間短縮、検疫施設の拡充、
検疫枠の自由度を高める.

【輸入検疫の期間短縮】
（１）輸入検査のための係留期間については、我が国に疾病が侵入することを的確に防
ぐために牛が感染する疾病の潜伏期間（例：口蹄疫：国際基準（OIEコード）において最
長14日、等）を踏まえ決定しており、偶蹄類の動物である牛の場合、15日間となってい
る。
（２）仮に十分な係留期間が確保できなかった場合は、我が国に伝染性疾病が侵入す
るリスクが高まることになることから、輸入検疫の期間短縮は困難。

＜参考：輸入検疫期間中の牛で摘発された主な家畜の伝染性疾病例＞
ヨーネ病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛伝染性鼻気管炎、ブルセラ病、他

【検疫施設の拡充、検疫枠の自由度を高める件】
（１）動物検疫所の動物係留施設は、動物の輸入動向や全国的な配置等を考慮して、
全国10か所に整備している。近年、我が国の輸入頭数が減少傾向で推移しており、係
留が可能な頭数に余剰があることから、現時点で、直ちに動物係留施設を拡充する必
要があるとは考えていない。
（２）また、動物検疫所において、輸入動物について検疫枠は設定していないが、動物
係留施設の収容能力の関係上、円滑に輸入できない結果、届出を行わなかった者自ら
が経済的損失等を被る事態を未然に防止し、輸入者に不測の混乱を生じさせないよう
にするため、家畜伝染病予防法第38条の２に基づき、輸入者からの輸入の事前届出を
踏まえて、動物検疫所が輸入時期や係留場所の調整を行うこととしている。
（３）あらかじめ動物検疫所に対して、予定されている輸入頭数、時期等をご相談いただ
きたい。

＜参考：牛の輸入実績の推移＞
2007年：25,094頭　　　2011年：11,608頭
2008年：18,991頭　　　2012年：13,719頭
2009年：14,911頭　　　2013年：11,655頭
2010年：15,500頭　　　2014年：10,166頭
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番号
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又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

059030

㈱サンシャインファー
ム、㈱ノースファーム、
㈱ノースフーズジャパ
ン、阿部牛肉加工㈱、
㈱牛の達人

国産牛肉増産プロジェクト とうもろこし等の関税割当制度に関する省令

承認工場以外において、飼料原料のとうもろこ
しを免税で輸入するに際し、関税割当制度など
の複雑な輸入制度の手続きを簡潔明瞭にす
る。

　輸入とうもろこしは、我が国の農業において重要な位置を占めるでん粉原料と競合す
る品目であるため、基本的な関税率（基本税率）は、「50％又は12円／ｋｇのいずれか
高い税率（以下「50％」という。）」を設定している。
　しかしながら、主たる飼料原料を海外に頼らざるを得ない我が国の畜産農家のコスト
低減を図る必要から、飼料用のとうもろこしについては、でん粉への横流れ防止措置を
担保しつつ、当該とうもろこしを必要とする畜産農家が安価に手当できるよう、「50％」で
はなく、「無税」で輸入できる制度を創設している。
　御提案の丸粒とうもろこしの関税割当制度についても、こうした制度の一つであり、上
記制度趣旨を実現するために必要最小限の書類等の提出を求めているものであるた
め、これ以上の簡素化、書類の簡略化は困難である。

059050

㈱サンシャインファー
ム、㈱ノースファーム、
㈱ノースフーズジャパ
ン、阿部牛肉加工㈱、
㈱牛の達人

国産牛肉増産プロジェクト
農地法第２条第３項、４項
農地法施行令第１条、第７条

企業による農業生産法人の議決権取得を全体
の２分の１以上まで認めるとともに、企業による
農地所有を可能とすべきである。

　企業の農業参入については、平成21年の農地法改正でリース方式により全面自由化
されており、リース方式であれば農業生産法人でなくても農業に参入できることとなって
いる。
　他方、企業の農地所有については、参入した企業が農業から撤退した場合、その所
有する農地が耕作放棄地や産廃置場になってしまうのではないかといった農村現場の
懸念があるとともに、この懸念を払拭する（リース方式のリース契約解除のような）確実
な原状回復手法が確立されていないことから、対応することは困難である。
　なお、農地を所有できる法人（農業生産法人）の要件については、現在、国会に提出
している「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」において、このような懸念
のない範囲で、法人の６次産業化等経営発展を推進していく観点から、議決権要件や
役員の農作業従事要件を見直すこととしているが、更なる要件の緩和については、「日
本再興戦略」（平成26年６月24日閣議決定）において、「農地中間管理事業の推進に関
する法律」の５年後見直し（法附則に規定）に際して、それまでにリース方式で参入した
企業の状況等を踏まえて検討することとされている。

060010 京丹後市 新シルク産業の創造 農地法第２条第３項

桑栽培のために農地を所有する農業生産法人
に限り、農外の者は総議決権の２分の１未満と
なっている構成員要件を緩和する

桑栽培のために農地を所有する農業生産法人
に限り、役員の過半が、原則年間60日以上農
作業に従事することを規定した業務執行役員
要件を撤廃する

　企業の農業参入については、平成21年の農地法改正でリース方式により全面自由化
されており、リース方式であれば農業生産法人でなくても農業に参入できることとなって
いる。
　他方、企業の農地所有については、参入した企業が農業から撤退した場合、その所
有する農地が耕作放棄地や産廃置場になってしまうのではないかといった農村現場の
懸念があるとともに、この懸念を払拭する（リース方式のリース契約解除のような）確実
な原状回復手法が確立されていないことから、対応することは困難である。
　なお、農地を所有できる法人（農業生産法人）の要件については、現在、国会に提出
している「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」において、このような懸念
のない範囲で、法人の６次産業化等経営発展を推進していく観点から、議決権要件や
役員の農作業従事要件を見直すこととしているが、更なる要件の緩和については、「日
本再興戦略」（平成26年６月24日閣議決定）において、「農地中間管理事業の推進に関
する法律」の５年後見直し（法附則に規定）に際して、それまでにリース方式で参入した
企業の状況等を踏まえて検討することとされている。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

066020 （非公表）

新東名高速道路　伊勢原
北IC周辺新ビジネス拠点
整備事業

伊勢原市大山周辺観光拠
点整備事業

伊勢原市日向周辺観光拠
点整備事業

農業振興地域の整備に関する法律
駐車場、商業施設等の設置について、農用地
区域からの除外要件を緩和する。

　御提案のように計画的な市街化を図る場合には、農業上の土地利用との調整を図っ
た上で、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく市街化区域への編入により農用
地区域から除外することが基本と考える。

　地域の経済活動や生活環境の整備等の地域のニーズに対応するために行う農用地
区域からの除外については、
①　農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること
②　農用地区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれ
がないこと
等の要件を満たせば可能である。

　御提案については、具体的な計画を基に、県及び市の関係部局と調整を進めていくこ
とが重要であると考えており、国としても御相談に応じてまいりたい。

068030 （非公表）
伊勢原市日向周辺観光拠
点整備事業

森林法
駐車場、商業施設等の設置について、保安林
の指定を解除できるよう緩和する。

　保安林制度は、水源の涵養や災害の防備等の公共目的達成上重要な森林につい
て、農林水産大臣又は都道府県知事が森林法に基づき指定し、当該指定目的の達成
上必要最小限度の伐採制限や転用の規制等の制約を課し、保安林の機能の十全な発
揮を図る制度である。
　保安林は国民の生命・財産の保全に直結する社会的必要性に基づき指定されたもの
であり、解除要件の緩和は制度の趣旨から困難であるが、個別の保安林の指定の解
除については、必要な要件を全て満たすと認められる場合には可能となっている。

069020 （非公表）

東海大学医学部付属病院
周辺　教育、医療、研究開
発拠点整備事業

伊勢原協同病院周辺病民
連携拠点整備事業

農業振興地域の整備に関する法律
メディカルタウンの開発について、農用地区域
からの除外要件を緩和する。

　御提案のように計画的な市街化を図る場合には、農業上の土地利用との調整を図っ
た上で、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく市街化区域への編入により農用
地区域から除外することが基本と考える。

　地域の経済活動や生活環境の整備等の地域のニーズに対応するために行う農用地
区域からの除外については、
①　農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること
②　農用地区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれ
がないこと
等の要件を満たせば可能である。

　御提案については、具体的な計画を基に、県及び市の関係部局と調整を進めていくこ
とが重要であると考えており、国としても御相談に応じてまいりたい。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

071020 （非公表）
伊勢原射撃場周辺PFI活
用による周辺整備事業

農業振興地域の整備に関する法律
駐車場、商業施設等の設置について、農用地
区域からの除外要件を緩和する。

　御提案のように計画的な市街化を図る場合には、農業上の土地利用との調整を図っ
た上で、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく市街化区域への編入により農用
地区域から除外することが基本と考える。

　地域の経済活動や生活環境の整備等の地域のニーズに対応するために行う農用地
区域からの除外については、
①　農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること
②　農用地区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれ
がないこと
等の要件を満たせば可能である。

　御提案については、具体的な計画を基に、県及び市の関係部局と調整を進めていくこ
とが重要であると考えており、国としても御相談に応じてまいりたい。

079160

１．人吉市【提案代表
者】
２．一般社団法人九州
Ｇ空間情報実践協議会
３．九州大学
４．鹿児島大学

地方創生２．０に向けた近
未来技術実証特区 ＠人吉

森林法（第10条の8～第10条の10）・・・伐採及
び伐採後の造林の届出等
森林法（第207条）・・・罰則

森林法において伐採及び伐採後の造林の届出
が規定されており、森林施業ロボットを用いて
の違法伐採の可能性も出てくることから罰則規
定を設けるなど新たなルールの設定を行う。
例えば、森林法第207条の規定に基づく罰則
に、自動林業施業ロボットを利用した森林法第
十条の八第一項の規定違反については、ロ
ボット利用登録や免許の剥奪といった規定を追
加するなど。

　森林法における伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林所有者等の適正な森林
施業を確保するとともに、森林資源の賦存状況等を掌握し、市町村森林整備計画の円
滑な達成を図るためのものであり、御提案のような自動林業施業ロボットによる実証試
験中に、故意ではなく「誤伐採」が発生したような場合については、市町村長の指導等
に従い伐採跡地への造林など適切な措置を講じることにより対応すべきものである。
　このため、自動林業施業ロボットによる誤伐採等の可能性を念頭に、森林法における
罰則の追加や緩和などの措置により対応する必要はないと考える。

079180

１．人吉市【提案代表
者】
２．一般社団法人九州
Ｇ空間情報実践協議会
３．九州大学
４．鹿児島大学

地方創生２．０に向けた近
未来技術実証特区 ＠人吉

森林法（第50条）・・・使用権設定に関する認可

個人の財産権や所有権が実質的に形骸化して
いる状況が見受けられるにも関わらず、現行の
土地所有制度上、他者による権利行使が限定
的であり、国土の有効活用といった面とのひず
みが顕在化しつつある。
これらのひずみに対処する方法として、私権の
度合いと公益性・経済性の度合いを評価する
仕組み等を創設し、森林保全上著しく個人の財
産を侵害しない範囲での間伐等、必要と認めら
れる場合は、特区内で一定の私権制限を行う
等、これまでの土地所有制度とは視点を変え、
他者による森林の使用権設定に関する制度を
創設し、運用実証する。

　森林所有者の経営意欲が低迷し、整備が進まない森林がみられる中、間伐等が適正
に実施されていない森林であってこれらを早急に実施する必要のあるもの（以下「要間
伐森林」という。）については、市町村長がその者に施業の勧告を行い、従わない場合
には都道府県知事の裁定等の手続きにより意欲ある者が施業代行できる仕組みを森
林法（第10条の11の４）において措置しているところである。
　さらに、平成23年の森林法改正において、要間伐森林の所有者が不明な場合であっ
ても、災害発生の防止等の観点から十分な公益上の必要性が認められる場合には、
裁定により間伐木に係る所有権及び土地の使用権を取得できる仕組みや、所有者が
不明な他人の土地について使用権を設定し、円滑な林道等の整備ができる仕組みを
導入したところである。
　こうした制度が措置されており、森林所有者が不明な森林等も含め当該制度を御活
用頂きたい。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

080030 高知県

移住特区を実現し人口減
少による負の連鎖を克服
【～移住者とつくる元気な
地域～】

・農業振興地域の整備に関する法律第3条第4
号

・自己の農畜産物及び同一市町村内又は農業
振興地域内で生産される農畜産物を主たる材
料として調理して提供する農家レストランにつ
いて、農業用施設として、農業者がこれを農用
地区域内に設置することを可能とする。

　農家レストランについては、国家戦略特別区域において、農業者が主として自己の生
産する農畜産物や地域において生産される農畜産物を調理して提供する場合に農業
用施設とみなし、農用地区域内に設置できることとしていることから、国家戦略特別区
域の指定を受けることにより、農地転用許可を受けて農用地区域内に設置することが
可能となる。
　
　なお、農家レストランの農用地区域内への設置については、「平成26年の地方からの
提案等に関する対応方針」（平成27年１月30日閣議決定）において、「国家戦略特別区
域制度の下でその活用事例について、可能な限り速やかに効果を検証し、全国に適用
することを検討する」こととされたところである。

１．農家レストランの農用地区域内への設置について
　農家レストランについては、国家戦略特別区域において、農業者が主として自己の生
産する農畜産物や地域において生産される農畜産物を調理して提供する場合に農業
用施設とみなし、農用地区域内に設置できることとしていることから、国家戦略特別区
域の指定を受けることにより、農地転用許可を受けて農用地区域内に設置することが
可能となる。
　なお、農家レストランの農用地区域内への設置については、「平成26年の地方からの
提案等に関する対応方針」（平成27年１月30日閣議決定）において、「国家戦略特別区
域制度の下でその活用事例について、可能な限り速やかに効果を検証し、全国に適用
することを検討する」こととされたところである。

２．食品産業事業者による農林水産物加工施設の農用地区域内への設置について
　農用地区域内においては、温室、農機具収納施設等農用地区域内の農業生産を行
う上で必要不可欠な施設に限って設置可能としており、農業者自らが設置・管理し、自
己及び地域の農畜産物を５割以上使用する農畜産物加工・販売施設については、当該
農業者が農業生産を行う上で必要不可欠なものと考えられるため、農用地区域内での
設置を可能としている。これに対し、食品産業事業者が設置する農林水産物加工施設
は、農業者自らが設置するものとは異なり、農業者が農業生産を行う上で必要不可欠
なものとは言えないことから、農用地区域内に設置することは適切ではない。
　なお、食品産業事業者が設置する農林水産物加工施設については、地域再生法（平
成17年法律第24号）第17条の15第１項に基づき市町村が作成する地域農林水産振興
施設整備計画に従って整備される場合には農用地区域からの除外や農地転用許可が
可能となっている。

３．農家レストラン及び食品産業事業者による農林水産物加工施設において使用する
農畜産物の調達要件の緩和について
　農家レストラン、農畜産物加工施設等については、自己及び地域の農畜産物を原材
料として量的又は金額的に５割以上使用しない場合には、当該農業者が農業生産を行
う上で必要不可欠なものとは言えないことから、農用地区域内に設置を認めることは適
切でないと考える。なお、自己及び地域の農畜産物を原材料として５割以上使用するの
であれば、残りの農畜産物の産地について限定はない。

085020 三重県

みえアグリイノベーション創
生特区

～食・農・エネルギーの三
重奏～

農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第1条

農家レストラン、食品産業事業者による農林水
産物加工施設の農用地区域内設置の容認

農振農用地に設置した農家レストラン、農林水
産物加工施設に係る材料調達要件の緩和
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

085040 三重県

みえアグリイノベーション創
生特区

～食・農・エネルギーの三
重奏～

交付金実施要領
日本型直接支払い制度（多面的機能支払、中
山間地域等直接支払）の返還免除事由の拡充

　中山間地域等直接支払の協定対象農用地又は多面的機能支払の交付対象農用地
を、農地転用許可を受けて農用地区域内の農業用施設に転用する場合には、現行で
も交付金の遡及返還が免除されています。
　なお、国家戦略特別区域法第26条に基づき、所定の手続を経れば、農家レストランを
農用地区域内の農業用施設として設置することが、既に可能となっています。

085050 三重県

みえアグリイノベーション創
生特区

～食・農・エネルギーの三
重奏～

農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第1条

閉鎖系植物工場の農用地区域内設置の容認

　閉鎖系の植物工場については、現行制度においても、農業用施設として農地転用許
可を受けて農用地区域内に設置することが可能である。

　なお、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成27年1月30日閣議決
定）において、「植物工場など農業の六次産業化・成長産業化に資する農地の転用に
ついては、より円滑な転用を可能とする観点から、基準の明確化を図る」とされており、
農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和44年農林省令第45号）を改正し、植
物工場が農業用施設である旨を明確化することを検討している。

085060 三重県

みえアグリイノベーション創
生特区

～食・農・エネルギーの三
重奏～

「施設園芸用地等の取扱いについて」（平成14
年４月１日付　13経営第6953号）農林水産省経
営局構造改善課長通知

床面コンクリート張り植物工場について、農用
地区域内の農地へ、農地のまま設置を容認

調整池を大規模植物工場の関連施設として、
農用地区域内の農地へ、農地のまま設置を容
認

　植物工場の建設により農地をコンクリートで地固めした場合や調整池を設置した場合
には、その土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することができなくなるた
め、農地法上の「農地」として取り扱うことは困難である。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

085090 三重県

みえアグリイノベーション創
生特区

～食・農・エネルギーの三
重奏～

農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第1条

地域バイオ燃料製造施設を農業用施設として
農用地区域内設置容認

バイオ燃料製造施設に係る材料調達要件の緩
和

　御提案いただいたバイオ燃料製造施設については、地域で生産されるみかんの不良
果や搾汁粕等の廃棄物を材料として使用するものであれば、地域内の廃棄物よりも地
域外の廃棄物を多く使用する場合であっても、農地転用許可を受けて農用地区域内に
設置することが可能である。

092010 姫路市 （非公表） （非公表） （非公表） （非公表）

092020 姫路市 （非公表） （非公表） （非公表） （非公表）
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

092030 姫路市 （非公表） （非公表） （非公表） （非公表）

098130
北九州市

北九州スマートシティ創造
特区
○ＢＣＰ拠点（低災害リス
ク）
　・農業振興地域における
農地転用の許可基準の緩
和

農地法施行令10条、農地法施行規則35条

企業立地促進法に基づく指定集積業種のうち
「道路貨物運送業」、「倉庫業」、「運輸に附帯す
るサービス業」、「卸売業」を追加するとともに、
許可区域をインターチェンジの周囲おおむね３
００ｍ以内の区域からおおむね１０００ｍ以内の
区域に緩和。

１．農地法施行規則第35条第４号に道路貨物運送業等を営む者が設置する施設を追
加することについて
　　農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）第35条第４号の「流通業務施設」には
トラックターミナル、卸売市場、倉庫、荷さばき場、道路貨物運送業の事務所及び店舗
等が該当する。また、施設が主として倉庫等に利用されるものであれば、一部で組立て
や加工等が行われる場合であっても「流通業務施設」に該当すると考える。御提案の道
路貨物運送業等に関する施設がこれらの施設に含まれるかについては、県に相談され
たい。

２．流通業務のための農地転用許可を可能としている高速道路等の出入口の周囲の
範囲について
　産業団地の新設については、農業上の土地利用との調整を図った上で、都市計画法
（昭和43年法律第100号）に基づく市街化区域への編入による開発を検討することが適
当と考える。

　また、市街化調整区域内の優良農地であっても、高速道路等の出入口の周囲おおむ
ね300ｍ以内の区域において流通業務施設のための農地転用許可を可能としているの
は、
①　インターチェンジ等の拠点施設から至近距離にある土地の区域は、交通の利便性
に極めて優れていることから市街地化の蓋然性が高いこと
②　半径を300ｍとする区域内の面積は約30haであり、都市計画制度における地区計
画や土地区画整理事業については、実態として平均30ha程度の規模で新たな市街地
形成が行われていること
等を踏まえたものである。御提案のように、市街化調整区域内の優良農地について、
流通業務施設のための農地転用許可を可能とする範囲を周囲おおむね1,000ｍ以内の
区域とすることは、市街地形成の実態を大きく上回る約300haに及ぶ広大な農地の転
用を認めることにつながり、適切でないと考える。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

108010 兵庫県
工場拡張に係る農振除外
要件の緩和

農業振興地域の整備に関する法律施行令第９
条

雇用創出効果が高い場合においては、事業完
了後８年未満であっても、補助金を返還した上
で、農振除外できるようにすること。

　土地改良事業等により国費を投じて農業公共投資が行われた農地は、農業上の利
用を確保すべき土地として良好な営農条件が整備された優良農地であり、農業振興地
域整備計画において農用地区域として位置付け、一定期間、農業上に利用に供する必
要があることから、補助金を返還するからといって農用地区域から除外できることとす
ることは適当でない。

　しかしながら、
①　農業上の土地利用との調整を図った上で、都市計画法（昭和43年法律第100号）に
基づく市街化区域への編入などにより、地方公共団体が計画的な土地利用を図る場合
②　土地改良事業の計画段階において、市町のまちづくりの観点を踏まえた将来的な
土地利用を考慮し、既存の工場の隣接地等であって転用需要が見込まれる土地の区
域を受益地から除外する場合
については、農用地区域からの除外を可能としている。

128030 福島県
福島県浜通りロボット実証
区域実現プロジェクト

国有林野の管理経営に関する法律

無人航空機が山林を利用して行う試験の実証
フィールドの対象面積の上限拡大と対象者を地
域住民に加え、ロボット実証試験の実施事業者
を加えることを希望する。

無人航空機の実証実験にあたっては、航空法等関係法令の範囲内で実施することが
必要ですが、国有林野の上空を飛行することに関して貸付等は不要です。ただし、一定
区域を繰り返し飛行するなど国有林野の管理経営に影響を及ぼす可能性がある場合
には、あらかじめ区域・飛行時期等について地域の森林管理局・署にご連絡ください。

135010 熊本県
中山間地域における農業
を基軸とした地方創生

農地法第３条第２項第２号
農地法では、農業生産法人以外の農地取得は
認められていないが、農協も農地を取得できる
ようにする。

　農業協同組合による農地の所有権取得については、農業経営基盤強化促進法第４
条第３項第１号ロに規定する農地売買等事業の実施により、農業協同組合が農地を買
い入れることが可能である。また、この場合、規模拡大等を希望する農業者等に農地を
売り渡すまでの間、当該農地の保全管理のため農協が自ら耕作したり、農業の技術や
経営方法の習得のための研修等の事業に活用することも可能であり、こうした仕組み
を活用することにより御提案の内容を実現することは可能であると考えている。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

135020 熊本県
中山間地域における農業
を基軸とした地方創生

農地法第２条第３項、農地法施行規則第８条、
第９条

農業生産法人における構成員要件について、
農業関係者が総議決権の１／２以上、一般企
業等（継続的取引に限定しない）は総議決権の
１／２未満とする。
役員要件として、理事等の過半が、農業に常時
従事（年間150日以上）とされているが、農業に
従事する理事等の従事日数（例：５０日以上）を
緩和する。
※国家戦略特区のメニューと併せて措置

　農地を所有できる法人（農業生産法人）における構成員要件については、現在、国会
に提出している「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」において、法人の６
次産業化等経営発展を推進していく観点から、農業関係者以外の者であっても総議決
権の２分の１未満まで議決権を保有可能とするとともに、継続的取引関係を有する者に
限定しないという見直しを行うこととしていることから、御提案の内容は、同法案の成
立・施行により実現可能となる。
　他方、役員の農業常時従事要件については、当該法人が農業を主に行う法人である
ことを担保する観点から設けられており、農業従事日数（例えば50日以上）を減らすこと
は、この目的を担保することができないことから困難である。ただし、役員が常時従事す
ることとされる「農業」には、農作業だけではなく、販路開拓や資金調達、営業、企画管
理業務など農業経営に関する業務も含まれることに御留意いただきたい。
　なお、農業生産法人要件の更なる緩和については、「日本再興戦略」（平成26年６月
24日閣議決定）において、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の５年後見直し
（法附則に規定）に際して、それまでにリース方式で参入した企業の状況等を踏まえて
検討することとされている。

135050 熊本県
中山間地域における農業
を基軸とした地方創生

農業振興地域の整備に関する法律第３条第４
号

農業振興地域の整備に関する法施行令第１条

地域内で生産される農畜産物又はそれを原材
料として製造・加工したものの提供を行う農家
レストランについて、農業用施設として、農業者
がこれを農用地区域内に設置することを可能と
する。

　農家レストランについては、国家戦略特別区域において、農業者が主として自己の生
産する農畜産物や地域において生産される農畜産物を調理して提供する場合に農業
用施設とみなし、農用地区域内に設置できることとしていることから、国家戦略特別区
域の指定を受けることにより、農地転用許可を受けて農用地区域内に設置することが
可能となる。
　

　なお、農家レストランの農用地区域内への設置については、「平成26年の地方からの
提案等に関する対応方針」（平成27年１月30日閣議決定）において、「国家戦略特別区
域制度の下でその活用事例について、可能な限り速やかに効果を検証し、全国に適用
することを検討する」こととされたところである。

136010
佐賀県鳥栖市
福岡県小郡市

県境を越えた連携により、
交通結節機能を最大限活
かす、九州における「新た
な地域集積構造」構造特
区
～「一生涯働けるまち」モ
デルの創出～

農業振興地域の整備に関する法律第１３条第２
項

農振除外の手続きについて、土地の高度利用
を進める観点から、鳥栖ジャンクション周辺地
域に限り、基準（５要件）の弾力化を図る。

　高速道路のジャンクションは、車両の出入口ではなく、その周辺について特に産業団
地や住宅環境の整備を推進する必要性はないため、基準の弾力化は困難である。
　
　なお、産業団地や住宅環境の整備については、農業上の土地利用との調整を図った
上で、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく市街化区域への編入による開発を
検討することが適当と考える。 このため、具体的な計画を基に、都市計画の変更に向
けて県及び市の関係部局と調整を進めていくことが重要であり、国としても御相談に応
じてまいりたい。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

136020
佐賀県鳥栖市
福岡県小郡市

県境を越えた連携により、
交通結節機能を最大限活
かす、九州における「新た
な地域集積構造」構造特
区
～「一生涯働けるまち」モ
デルの創出～

農地法第５条

鳥栖ジャンクションから概ね４ｋｍ以内の農地の
分類基準を緩和して土地の高度利用を進める
観点から、甲種、１種、２種農地等の分類基準
の地域性に沿った弾力化を図る。

　高速道路のジャンクションは、車両の出入口ではなく、その周辺について特に産業団
地や住宅環境の整備を推進する必要性はないため、基準の弾力化は困難である。

　なお、産業団地や住宅環境の整備については、農業上の土地利用との調整を図った
上で、都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく市街化区域への編入による開発を
検討することが適当と考える。 このため、具体的な計画を基に、都市計画の変更に向
けて県及び市の関係部局と調整を進めていくことが重要であり、国としても御相談に応
じてまいりたい。

140010
NPO法人「LINK`S」障
がい者・高齢者就労施
設

現在、亀岡市でブルーベ
リー等の栽培をおこなって
いますが、隣接区域が亀
岡市総合運動公園になっ
ております。事務所の設
置、また新たな農業事業に
移行に障壁となっておりま
す。本法人は障がい者高
齢者就労支援のために同
市を中心にオランダ等で行
われている本格的農業の
就労を行いA型就労への
移行を求めています。

農地法
農地の所有・抵当権などの農地をNPO法人で
も簡単に所有できるようにする。

　障害者の就労支援など社会福祉事業を行うことを目的に設立されたＮＰＯ法人が、当
該事業の実施のために農地の所有権を取得する場合には、現行制度でも農業生産法
人の要件を満たさなくても所有権を取得することができる（なお、抵当権が設定されてい
る農地であっても同様である。）。

155011 長野県

長野県人口定着・確かな
暮らしの実現を目指す地
方創生特区活用プラン
（農事組合法人が行うこと
ができる事業種類の拡大）

・農業協同組合法第72条の８

　農事組合法人が行うことができる事業種類
に、農閑期等に容易に取り組める範囲で地域
に密着した「生活サービス事業」を加える。
　法人の本来事業である農業経営に支障を来
すことがないよう、必要に応じて売上高に占め
るサービス事業の割合に制限を設けるよう措置
する。

　農事組合法人は、農業者が集まって農業生産を協業して行おうとする場合に、法人
格を取得する途を開くために特別に措置した簡易な法人形態であり、このことから、農
業以外の事業を多角的に行うことは予定しておらず、農業以外の事業も多角的に行う
場合には、株式会社などの一般的な法人形態を活用することを想定し、制度的に手当
している。
　今回例示のあった地域に密着した生活サービスの例のうち、食料品の販売について
は、自らが生産する農畜産物の販売は現行制度上実施可能である。また、農事組合法
人が、その経営を発展させる中で、農業生産にとどまらず事業の多角化を行うような
ケースを想定して、農事組合法人から株式会社への組織変更の制度（簡易な手続で、
現在の法人を解散することなく株式会社となることができる制度）を設けているところで
あり、この組織変更の制度を活用することにより、提案の内容は実現可能である。
　なお、株式会社においても定款に定めをおくことにより１人１議決権的な運営も可能と
なっている。
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提案
管理
番号

提案主体の氏名
又は団体名

提案名 規制等の根拠法令等
規制・制度改革のために提案する新たな措置

の内容 各府省庁からの検討要請に対する回答

160010
リニア中央新幹線整備
を地域振興に活かす伊
那谷自治体会議

「リニアバレー構想」具体
化に向けた地方創生特区
活用プラン

農業振興地域の整備に関する法律第８条及び
１２条

市町村の定める農業振興地域整備計画の設
定・変更については、県知事の同意を不要と
し、遊休農地で農地での活用が難しい農地は、
除外が速やかにできるようにする。

　市町村の農業振興地域整備計画について、遊休農地を農用地区域から除外するた
めに変更する場合には、都道府県が定める農業振興地域整備基本方針に沿った内容
とし、都道府県の農業振興施策との整合を図る必要があることから、都道府県知事に
協議し同意を得ることが必要である。

　なお、農業振興地域整備計画の変更については、具体的な開発事案について、早期
の段階から都道府県と事前の調整を行うことにより、迅速な対応が可能と考える。

160110
リニア中央新幹線整備
を地域振興に活かす伊
那谷自治体会議

「リニアバレー構想」具体
化に向けた地方創生特区
活用プラン

国家戦略特別区域法改正案第16条の２
改正法案のメニューを活用し、より広い国有林
野を利用できるようにする

　国有林野については、「国有林野の管理経営に関する法律」第７条第１項第３号にお
いて、観光振興を含め公衆の保健の用に供する場合には面積の上限なく貸し付けるこ
とができるよう措置されていることから、具体的な箇所等があれば、地域の森林管理
局・署にご相談ください。

178010
㈲会社パールエンジェ
ル

（非公表） （非公表） （非公表） （非公表）
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